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薩
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薩
二
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沖
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克

已

一

序

中
国
菩
薩
戒
思
想
史
上
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
に
所

謂
喩
伽
戒
系
統
の
典
籍
群
が
あ
り
、
そ
の
中
に
あ

つ
て
は

「
菩
薩
善
戒

(1
)

経
」
が
最
古
の
形
式
を
保
存
す
る
。
そ
し
て
こ
の
出
家
者
を
対
象
と
す

る
戒
経

は
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
在
家
菩
薩
戒
経
を
予
想

(2
)

す
る
も

の
で
あ
り
、
「
優
婆
塞
戒
経
」
等
が
そ
れ
に
比
せ
ら
れ
る
。

(
3
)

こ
こ
に
考
察
す
る
徽
煙
出
土
写
本

「
善
信
菩
薩
二
十
四
戒
経
」
も
善

戒
系
統
に
属
す
る
在
家
菩
薩
戒
経
の

一
つ
と
目
さ
れ
る
も
の
で
、
す
で

(4
)

に
土
橋
秀
高
氏
の
紹
介
と
研
究
が
存
す
る
が
、

い
く
つ
か
の
補
足
す
べ

き
点
も
あ
る
の
で
煩
を
恐
れ
ず
再
論
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
一

本
文
の
復
元

本
経
は
短
編
な
が
ら
も
首
尾
整
つ
た
経
典
の
形
式

を
も

つ
。
写
真
で
は
序
分
が
不
明
瞭
で
判
読
で
き
な
い
が
、

そ
の
部
分

は
同
じ
く
二
十
四
戒
条
を
も

つ

「
大
方
等
陀
羅
尼
経
」
に
ほ
ぼ

一
致
す

(5
)

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
、

そ
れ
に
基
い
て
不
明
部
分
を
復
原
す
る
と

次
の
如
く
で
あ
る
。
(
カ
ッ
コ
内
が
復
元
部
分
)

仏
説
善
信
菩
薩

(二
十
四
戒
経
)

如
是
我
聞

一
時
仏
在
舎
衛
国

(給
孤
独
)

*

園
爾
時
恒
伽

(即
問
)
上
首

(当
用
何
日
)

*
原
殖

受
戒
善

(男
子
要
用
)
月
八
日

(十
五
日
行
此
)

法
者
若
衆
生
犯
五
逆

(罪
身
有
白
癩
若
)

＊

不
除
差
無
有
是
処
若
優
婆
塞
犯
三
自
帰
至

*
原

一

於
六
重
若
不
還
生
無
有
是
処
若
犯
菩
薩
二
十

四
戒
沙
弥
十
戒
式
叉
沙
弥
尼
戒
比
丘
戒
比
丘
尼

戒
如
是
諸
戒
若
犯

一
一
諸
戒
当
一
心
繊
悔

若
不
還
生
無
有
是
処
除
不
至
心

(復
次
善
男
子
)

＊

爾
時
上
首
広
為
恒
伽
説
二
十

(四
重
戒
名
)

た
だ
し
以
下
に
続
く
戒
条
は
左
に
見
る
如
く

一
致
し
な
い
。

善
信
菩
薩
二
十
四
戒
経

大
方
等
陀
羅
尼
経

1
殺

1
不
布
施

2
盗

2
婬
欲

3
婬

(殺
)

3
随
意
説
過

4
妄
語

4
殺
損

5
食
酒
肉

5
取
財

6
於
伽
藍
不
浄
行

6
瞑
悉
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7
楽
説
在
家
出
家
人
過

7
不
諌
瞑
悪

8
激
発
他
人
悪
事

8
破
戒
人
不
還
生

9
於
出
家
人
所
生
婬
慾
想

9
不
言
莫
作
非
梵
行

10
勧
人
沽
酒

10
壊
他
善
事

11
食
薫
辛
入
塔
寺

11
呵
責
飲
酒

12
靴
鮭
不
浄
入
仏
殿

12
告
婬
事

13
打
罵
詞
責
僧
尼

13
視
他
怨
作
怨
想

14
闘
乱
両
舌
離
他
善
友

14
讃
他
視
怨
如
赤
子
想

15
心
求
欲
色
不
重
於
法

15
闘
乱
樋
打

16
身
手
不
浄
動
触
経
像

16
伏
匿
事
発
紆

17
堕
胎
持
薬
与
人

17
不
楽
他
善
事

18
改
易
経
像
別
売
与
人

18
不
助
営
諸
塔
寺

19
胱
目
他
人
方
便
取
物

19
離
善
知
識
親
近
悪
友

20
強
奪
財
色

20
往
悪
人
処

21
為
婬
慾
破
斉
夜
食

21
食
肉

22
見
善
不
喜
楽

22
食
肉

23
擾
無
因
果
断
壊
法
論

23
不
解
衆
生
根

24
楽
俗
耽
慾
不
求
菩
提

24
宣
伝
我
見
吉
兆

三

考

察

以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
本
経
の
特
色
を
い
く
つ
か

あ
げ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
本
経
は

「
大
方
等
陀
羅
尼
経
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
、
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
抄
出
異
本
の

一
種
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
戒

条
は
二
十
四
戒
経
系
は
も
と
よ
り
、
「
優
婆
塞
戒
経
」
等
の
、
い
か
な
る

在
家
菩
薩
戒
経
と
も
い
く
つ
か
の
共
通
項
を
も
ち

つ
つ
も
、
全
体
と
し

(4
)

て
は

一
致
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
在
家
菩
薩
戒
経
の
戒
条
が
、
時
代
・

社
会
に
対
応
し
て
自
由
に
さ
し
変
え
ら
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
が
、

本
経
に
限
つ
て
云
え
ば
、
寺
院
に
於
け
る
行
儀
が
多
く
盛
ら
れ
て
お
り
、

斉
戒
の
具
体
的
手
引
き
を
示
す
も
の
と
い
つ
て
よ
い
。
た
だ
し
戒
本
の

形
式
は
も
た
ず
、
そ
れ
故
布
薩
説
戒
会
で
諦
さ
れ
た
可
能
性
は
少
な
い
。

ま
た
本
経
は
そ
の
末
尾
で
、
善
信
菩
薩
が
説
示
し
た
と
す
る
が
、
「
大

方
等
陀
羅
尼
経
」
に
照
ら
す
と
、
間
者
は
恒
伽
比
丘
で
あ
り
、
説
示
者

(
6
)

は
上
首
菩
薩
で
あ

つ
て
、
上
首
は
こ
こ
で
は
個
有
名
詞
で
あ
る
。
そ
れ

故
説
示
者
が
二
名
い
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
矛
盾
は
経
の
筆
者
も
し

く
は
写
本
の
作
者
が
善
信
の
語
を
菩
薩
の
名
と
誤
解
し
た
た
め
で
あ
つ

て
、
後
に
見
る
如
く
、
「善
信
」
は

唇
91銘
訂

の
訳
語
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

次
に
、
本
経
は
六
重
戒
を
前
提
す
る
こ
と
、

ま
た
菩
薩
二
十
四
戒
を

沙
弥
十
戒
の
下
に
お
き
、
出
家
優
先

の
重
棲
戒
思
想
を
も

つ
こ
と
等
か

ら
、
「
優
婆
塞
戒
経
」
と
の
関
連
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

即
ち
、
「
大
方
等
陀
羅
尼
経
」
を
含
め
、
所
謂
二
十
四
戒
系
の
戒
経
は

い
ず
れ
も

「優
婆
塞
戒
経
」
ひ
い
て
は

「
菩
薩
善
戒
経
」

の
系
列
に
属

す
る
在
家
菩
薩
戒
経
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

四

善
信
二
十
四
戒
経

ひ
る
が
え

つ
て
本
経
も
し
く
は
そ
の
類
経
の

中
国
本
土
に
お
け
る
流
伝
の
あ
と
を
た
ど
る
と
ま
ず

「
武
周
録
」
に
、

善
信
二
十
四
戒
経
一
巻

求
那
践
摩
訳

「
善
信
菩
薩
二
十

四
戒
経
」

に

つ
い
て

(
沖

本
)
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「
善
信
菩
薩
二
十
四
戒
経
」

に
つ
い
て

(
沖

本
)

(7
)

と
す
る

の
が
そ
の
唯

一
の
出
現
例
で
あ
る
が
、
別
に
、
「
内
典
録
」
に
は

善
信
二
十
二
戒

亦
云
離
欲
優
婆
塞
優
婆
夷
具
行
二
十
二
戒
、
亦
云
三
帰
優

婆
塞
戒

求
那
蹟
摩
訳

(8
)

を
あ
げ
る
。
そ
れ
故

「
善
信
二
十
二
戒
」
と
名
付
け
る
戒
経
は
、
様
々

な
呼
称
を
有
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
に
よ

つ
て
調
べ
て
み
る
ど
、

先
の

「
武
周
録
」
は
欠
本
経
目
に

「
善
信
二
十
二
戒

一
巻
」
と

「
離
欲

(
9
)

優
婆
塞
優
婆
夷
戒
文

一
巻
」
を
別
本
と
し
て
並
記
す
る
。
即
ち

「
善
信

二
十
四
戒
経
」
と

「
善
信
二
十
二
戒
」
お
よ
び

「
離
欲
優
婆
塞
優
婆
夷

戒
文
」
を
別
々
に
と
ら
え
、
後
二
者
は
散
逸
し
た
と
見
る
の
で
あ
る
が
、

さ
か
の
ぼ
つ
て

「
梁
高
僧
伝
」
求
那
践
摩
伝
を
見
る
と
関
連
経
目
と
し

て
は

「
優
婆
塞
五
戒
略
論
」
お
よ
び

「
優
婆
塞
二
十
二

(
四
)
戒
」
等

(10
)

を
訳
出

し
た
と
し
、
「
出
三
蔵
記
集
」
も

「
優
婆
塞
二
十
二

(
四
)
戒
」

(1
1
)

を

「
三
帰
及
優
婆
塞
二
十
二
戒
」
と
す
る
だ
け
で
大
差
は
な
い
。

以
上

の
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
こ
と
が
云
え
る
。

即
ち
、
ま
ず
第

一
に
求
那
蹟
摩
に
は
「
菩
薩
善
戒
経
」
な
ど
の
他
に
、

在
家
戒
経
と
し
て

「
優
婆
塞
五
戒
略
論
」
「
優
婆
塞
二
十
二

(四
)
戒
」

が
あ

つ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
は
曇
無
戯
に

「
地
持
経
」
と

「優
婆
塞
戒
経
」

(12
)

の
訳
が
あ

つ
た
こ
と
と
対
応
す
る
こ
と
。
次
に
、
そ
の

「
優
婆
塞
二
十

二

(
四
)
戒
」
は
、
様

々
な
呼
称
を
も
ち
、

そ
の

一
つ
と
し
て

「
善
信

二
十
四
戒
経
」
と
い
う
名
称
も
存
し
た
が
、
本
来
は

一
本
で
あ

つ
た
と

(
13
)

考
え
ら

れ
る
こ
と
。

そ
し
て
そ
れ
は
比
較
的
早
い
時
期
に
欠
本
と
な
つ

た
こ
と
。
最
後
に
、
優
婆
塞
即
ち

毛
鋤鶏
冨

の
訳
と
し
て
は
、
従
来
、

「
信
者
、
近
事

(
男
)
、
善
宿
、
清
信
士
、
浄
信
」
な
ど
が
見

ら
れ
た

が
、
善
信
も
ま
た
そ
の
訳
語
の
一
つ
に
数
え
得
る
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。

そ
し
て
以
上
の
結
果
か
ら
こ
の
「
善
信
二
十

四
戒
経
」
が
徴
燈
本
「
善

信
菩
薩
二
十
四
戒
経
」

で
あ
る
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
最
終
的
な

結
論
は
な
お
保
留
し
て
お
く
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

五

優
婆
塞
五
戒
威
儀
経

求
那
蹟
摩

に
は

「優
婆
塞

五
戒
略

論
」

(「略
論
」)
と

「
優
婆
塞
五
戒
威
儀
経
」
(「威
儀
経
」)
の
二
訳
が
現
存
す

(
14
)

る
が
、
経
録
を
調

べ
る
と
次
の
こ
と
が
わ
か

る
。
即
ち
、
「
略
論
」
は

(15
)

「
出
三
蔵
記
集
」
に
お
い
て

一
名
優
婆
塞
五
戒
相
と
さ
れ
、
以
後
そ
れ

(16
)
(
1
7
)

が
踏
襲
さ
れ
る
が
、
「
武
周
録
」
で
は
欠
本
と
さ
れ
る
。

一
方
、
「
威
儀

(18
)
(
1
9
)

経
」
は

「
彦
稼
録
」

で
は
二
巻
、
「
静
泰
録
」

で
は

一
巻
三
十

三
紙
と

(20
)

さ
れ
、
訳
者
名
は
な
い
。
し
か
る
に

「
武
周
録
」
に
至

つ
て
求
那
践
摩

(21
)

訳
と
し
、
「開
元
録
」
以
下
で
は

一
巻
十
五
紙
と
す
る
。
現
存
す
る

「
威

儀
経
」
も

一
巻
約
十
五
紙
で
あ
り
、
求
那
践
摩
訳
と
さ
れ
る
が

「
高
僧

伝
」
に
は
こ
の
経
の
訳
出
の
あ

つ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

故
、
現
存

の

「
威
儀
経
」
は
本
来
の
そ
れ
と
は
無
縁
で
、
む
し
ろ

「
武

周
録
」
で
欠
本
と
さ
れ
る

「
略
論
」
と
の
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
推
測

(
2
2
)

さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
威
儀
経
」

の
中
間
部
分
を
、
大
野
氏
は

「
善

(
23
)

信
二
十
二
戒
」

で
あ
ろ
う
と
す
る
が
、
例
え
ば

「
武
周
録
」
で
は
両
者

(
24
)

は
有
本
と
し
て
別
行
し
て
お
り
、
ま
た
先
の
考
察
か
ら
二
十
四
戒
系
は

善
戒
系
統
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
戒
数
の
一
致
を
も
つ
て
直
に
結
論
ず

け
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
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六

結
語

求
那
践
摩
の
訳
業
は
、
問
題
を
孕
み
つ
つ
も
、
中
国
菩
薩

戒
史
上
、
従
来
の
評
価
以
上
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
で
は
、
撤
煙
本

「善
信
菩
薩
二
十
四
戒
経
」
を
中
心
に
、
そ
れ
が

同
じ
く

二
十
四
戒
経
系

の

「
大
方
等
陀
羅
尼
経
」
と
共
に

「
善
戒
経
」

系
、
と

り
わ
け

「
優
婆
塞
戒
経
」
受
戒
品
の
類
経
で
あ
る
可
能
性
を
探

る
と
共

に
、
中
国
に
お
け
る
在
家
菩
薩
戒
思
想

の
多
様
な
展
開
の

一
端

を
指
摘

し
得
た
と
思
う
。

1

沖
本
克
己

『菩
薩
善
戒
経
に
つ
い
て
』
印
仏
研
二
+
二
巻

一
号

東
京

一
九
七
三

三
七
三
頁
以
下
。

2

土
橋
秀
高

『
ウ
バ
ソ
ク
戒
経
の
問
題
』
印
仏
研
+
二
巻
一
号

東
京

一
九
六
四

四
八
頁
以
下
。

3

北
京
図
書
館
蔵
敦
煙
遺
書
辰
四
八
号
お
よ
び
官
五

一
号
。
た
だ
し
、
官

五

一
号
は

「
善
信
菩
薩
二
+
四
戒
経
」
と
は
目
し
難
い
。
次
注
参
照
。

4

土
橋
秀
高

『
敦
煙
出
土
仏
典
の
研
究
』
竜
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀

要
第
十
二
号

京
都

一
九
七
三

五
四
頁
-
六
七
頁
。

5

「
大
方
等
陀
羅
尼
経
」
巻
第

一

大
正
二
一
巻
六
四
五
中
、
下
。

6

同
右
、
六
四
五
上
。

7

「大
周
刊
定
衆
経
目
録
」
小
乗
単
訳
経
目
、
大
正
五
五
巻
四
一
二
下
。

8

「大
唐
内
典
録
」
大
正
五
五
巻
二
五
八
中
。

9

「大
周
刊
定
周
経
目
録
」
大
正
五
五
巻
四
五
〇
中
。
以
後
の
経
録
は
三
者

を
別
行
と
す
る
説
を
継
承
し
、
混
乱
を
生
じ
て
い
る
。
大
正
五
五
巻
五
二

六
上
、
六
三
七
上
他
。

10

「梁
高
僧
伝
」
大
正
五
〇
巻
三
四
一
上
。
三
本
は
二
十
四
戒
と
す
る
。

11

「出
三
蔵
記
集
」
大
正
五
五
巻
一
〇
四
中
。

12

求

那
践
摩

は
四
三

一
年
に
建
康

に
入

つ
て
、
同
年
申

に
没

し
て
、い
る
こ

と
も
あ

つ
て
、

そ

の
訳
経
内
容

に
疑
う
べ
き
要
素
も
あ
る
。

特

に
現
存

の

「
優

婆
塞
五
戒
略
論
」
別
名

「
優
婆
塞
五
戒
相
経
」
(
大
正

二
四
巻

九
三
九

下
)

は
中
国
編
集

で
あ
る

こ
と
が
大
野
法
道
氏

に
よ

つ
て
論
証

さ
れ
て
い

る
。
大

野
法
道

「
大
乗
戒
経
の
研
究
」
東
京

一
九
五
四

三

八
三
頁
。

13

二
十
四
戒
と
二
十
二
戒
が
近
縁
関
係
に
あ
る
こ
と

は
明

ら

か

で

あ

る

が
、

そ

の
戒
条

の
変
化

に
つ
い
て
は
欠
本

で
あ
る
以
上
、

明
確

な
結
論

は

出

せ
な
い
。

た
だ
、

比
較
的
自
由

に
戒
条
の
変
更

が
行
な

わ
れ
た
こ
と
は

先
に
み
た
如
く

で
あ
り
、

こ
こ
で
も
、
そ
の
よ
う
に
理
解

し
て
お
き
た
い
。

14

大

正
二
四
巻

九
三
九
下
以
下
、
お
よ
び

一
一
一
六
下
以
下
。
た

だ
し
「
優

婆
塞

五
戒
相
経
」

に
つ
い
て
は
注
㈱
参
照
。

15

「
出

三
蔵

記
集
」
大
正
五
五
巻

一
二
中
。

16

「
法
経
録
」
大

正
五
五
巻

一
四
〇
上
。
「
彦
椋
録
」
五
五
巻

一
五
五
中
。

「
静
泰

録
」
五
五
巻

一
八
八
上
。
「
内
典
録
」

五
五
巻
三
〇
〇
中
、

等
。

17

「
武
周
録
」
大

正
五
五
巻
四
五
八
上
。

し
か
し
同

『
小
乗
律
小
乗
論
賢
聖

集
伝
』

で
は
有

本
と
し

(
四
三
三
下
)

混
乱

を
生
じ
て
い
る
。

18

「
彦
綜
録
」
大

正
五
五
巻

一
五
五
下
。

19

「
静
泰
録
」
大

正
五
五
巻

一
八
八
申
。

20

「
武
周
録
」
大

正
五
五
巻
四
三
三
下
。

21

「
開
元
録
」
大

正
五
五
巻
六
八
九
上
。

な
お
、
六
〇
六
中

に
は

「
初
是
菩

薩
戒
本
後
是
受

菩
薩
戒
文
及
捨
俄
等
法
云

々
」

と
あ
り
、

こ
れ
は
現
本

の

構
成

と

一
致

す
る
。

22

「
優
婆
塞

五
戒
威
儀
経
」

大
正
二
四
巻

一
一
一
九
下
。

23

大
野
法
道
、

前

掲
書

三
八
五
頁
。

24

注
切
、
(2
0
)
参
照
。

「
善

信
菩
薩

二
十
四
戒
経
」

に

つ
い
て

(
沖

本
)
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